
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月 改定 

福岡市市民局 コミュニティ推進部 市民公益活動推進課 

みんなの力で“住みよいまち”に！ 

ＮＰＯと行政との 
共働マニュアル 



  

 
 

  

 

福岡市では、地域コミュニティ、ＮＰＯ、ボランティア、企業、行政など、さまざまな主体が、それ

ぞれの知恵やノウハウなどを持ち寄り、共働しながら、豊かで住みよいまちづくりを進めています。各

局・区では、地域が抱える課題や事業の内容に応じて、関係する主体と連携し、共働による取り組みを

進めています。 

 

ＮＰＯと行政が、共働により効果的な取組みを進めていくためには、お互いの組織文化や立場、特性

の違いを理解し、尊重し合うことが大切です。しかし、ＮＰＯのみなさまからは、「行政との共働の仕

組みや手続きが分かりにくい。」といった声が寄せられる一方で、市職員からは、「ＮＰＯや共働に関心

はあるものの、実際にどのように取り組めばよいのか、分からない。」といった声が寄せられています。 

 

そこで、今回、ＮＰＯと行政との共働について、基本的な考え方や進め方を整理し、ＮＰＯのみなさ

まと市職員双方が共働への理解を深めていただくことを目的として、このマニュアルを作成しました。 

 

共働の考え方や方法、進め方は事業の内容や状況によって異なります。 

このマニュアルでは、多様な共働の形態の中でも、特にＮＰＯと行政が対等な関係のもとで事業目的

や目標を共有し、役割や責任、経費負担等を明確にした上で、事業に取り組む共働の意義や進め方を第

３章で詳しく説明しています。 

 

また、名義後援や情報交換・物的支援などの比較的ゆるやかな共働や、契約に基づく委託、行政によ

るＮＰＯへの補助など、さまざまな共働の手法や進め方については第４章で説明しています。 

 
本マニュアルが、ＮＰＯのみなさまと市職員が共に話し合い、協力し合いながら、より良い共働の第

一歩を踏み出すための参考となれば幸いです。 
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第１章．共働に関する基礎知識 
 

 

 

 共働とは、市民、ＮＰＯ※１、企業、行政など多様な主体が、役割と責任を認め合い、課題

や目的を共有し、課題解決のために対等の立場で知恵や力をあわせて共に行動することです。 

 

※１．ＮＰＯ（Non-Profit Organization）とは 

ボランティア団体や市民活動団体などの「民間非営利団体」を広く指します。営利を目的とせず、市民が主体となり、

継続的かつ自発的に、社会的使命の実現を目指し、不特定多数の人々のために公益活動を行う組織のことです。このう

ち特定非営利活動促進法に基づき法人格（個人以外で権利や義務の主体となり得るもの）を取得したものを「特定非営

利活動法人（一般的にＮＰＯ法人）」と呼びます。 

 

 

 

 （１）市民ニーズの多様化と行政の限界 

少子高齢化や、情報化の進展など社会経済の変化に伴い、価値観やライフスタイルは、「集団か

ら個人へ」「量から質へ」「画一から個性へ」と変化し、市民一人ひとりが向き合う課題も多様化

しています。 
地域課題は、ますます複雑化・多岐化するとともに、若年者雇用の問題、フリーターやニート

と呼ばれる若者の増加、ネット上でのいじめ、高齢者の孤独死など、新たな課題が深刻化してい

ます。こうしたなか、従前の行政主導による社会課題の解決や公共サービスの提供だけでは限界

があります。 
平等・公平が求められる行政は画一的・網羅的な解決には適するものの、市民一人ひとりが異

なる課題に向き合う今日にあっては、十分な対応が困難です。 
また、新たに発生している地域課題を解決するためには、これまでの行政のノウハウ、専門性

や枠組みだけでは対応が困難な面もあります。 
加えて、依然として厳しい地域の経済情勢や雇用環境が市税収入にも影響するなか、扶助費の

増加等を理由として、財政の硬直化も進んできており、市民一人ひとりが直面する課題に対し、

機動的な対応が難しい状態になってきています。 
 

（２）市民意識の高まりと市民公益活動の活性化 

地域社会においては、環境美化、子ども育成、医療福祉、防災、まちづくりなど、自助・共助

の必要性が高まり、市民の自主的で主体的な公益的活動が広がり、市民の社会参加や社会貢献意

識も高まっています。 

また、地域社会における公共の担い手であり、市民参加の受け皿であるＮＰＯに対する期待も

高まってきています。 

市民生活に根差したＮＰＯは、地域課題やニーズをいち早く捉え、行政では十分に対応しきれ

ない課題やニーズに、柔軟かつ迅速に対応することができます。また、市民の共感や理解を促し、

市民の参加の受け皿となることで、地域社会の主役である市民一人ひとりの自主的・自発的公益

活動の機運を高める存在でもあります。 
 

 
 

２．共働の背景は 

１．共働の定義は 
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 共働により、市民、ＮＰＯ、行政にとって、次のような効果が期待されます。 
 
 （１）市民にとって 

 ●市民サービスの向上 

共働によって、これまでの市民サービスの見直しや改善、ＮＰＯの特性を活かした生活者本位の

サービスの提供が促進され、きめ細やかで柔軟なサービスを受けることができます。 

 ●活躍の場の創出 

 ＮＰＯの活動やＮＰＯと行政の共働が推進されることによって、市民が公益的活動に参加する機

会が増え、多彩な知識や経験を持った市民が活躍できる場や、活動の機会が広がります。 

 ●市民参画の促進 

     市民が自発的、主体的にＮＰＯ活動に参加することを通じて行政と共働し、地域課題の解決に取

り組むことで、行政に対する市民参画の促進につながります。 

 ●住民自治意識の向上・自治活動の促進 

     市民がＮＰＯを通じて地域課題の解決に関わることで、市民にとって市政がより身近なものとし

て感じられ、市の施策に参画しやすくなるとともに、地域における自主的・自立的な課題解決能

力が一層高まり、地域社会の活力が向上していくことが期待できます。 

 

 

 （２）ＮＰＯにとって 

 ●団体の使命を効果的に実現 

自らの特性を活かしながら、団体が持つ使命（ミッション）や目的を、より効果的に実現するこ

とができます。 

 ●団体の組織力の向上 

行政との共働により、積極的な情報公開や、報告書の作成、適正な会計処理等が求められるため、

事務処理能力がアップし、団体の組織力向上につながります。 

 ●団体の社会的評価の向上と活動機会の創出 

団体の存在や活動内容が認知・理解され、団体の社会的評価が向上するとともに、財源などを得

られることで、組織や財政基盤の強化、活動の活性化につながります。 

また、地域住民からの理解が得やすくなり、活動の場が広がることが期待されます。 

●団体のネットワークの拡大 

行政との共働により、ＮＰＯ同士、また地域団体や企業など他の団体との協力体制や連携が生ま

れ、ネットワークが広がることが期待されます。 

 

 

 （３）行政にとって 

 ●きめの細かい市民サービスの提供 

     柔軟な発想と多様で専門的なノウハウを持つＮＰＯとの共働により、多様化する市民ニーズに対

応した、きめの細かい市民サービスを提供することができます。 

 ●地域課題の発掘 

     行政が捉えていない地域課題に一早く気付き対応しているＮＰＯと共働することによって、新た

な地域課題を発掘し、施策に反映することができます。 

 ●効果的・効率的な施策の実施 

     双方が持つ社会的な資源を有効活用することができ、行政とＮＰＯ双方の特性を活かすことで相

乗効果を発揮し、効果的・効率的な施策の実現が可能となります。 

 ●職員の意識の向上 

     異なる価値観や行動原理を持つＮＰＯとの共働によって、職員が多様な発想・価値観を見出すこ

とになり、職員の視野が広がり、行政の業務改善につながる契機となります。 

  

３．共働によって期待される効果は 
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 （１）福岡市における政策上の位置づけ（市民公益活動推進条例・市基本計画等） 

本市においては、条例や各種計画に基づき、ＮＰＯ等あらゆる主体が、それぞれの役割

と責任を果たし、対等なパートナーシップのもとで共働するまちづくりを推進しています。 

 

条例 内 容 

福岡市市民公益
活動推進条例 
[H17年 4月施行] 

（目的） 
第１条 この条例は、市民公益活動の推進に関し、基本理念を定め、市民、市

民公益活動団体、事業者及び学校の役割並びに市の責務を明らかにする
ことにより、市民一人ひとりの自治に係る意識及び意欲を高めるととも
に、より多くの市民の参加又は参画を得て、市民公益活動の活性化を図
り、もって共働によるまちづくりを推進し、自治都市・福岡を築くこと
を目的とする。 

 

 

計画 内 容 

第 10次福岡市 
基本計画 
[R6年 12月策定] 

計画推進にあたっての基本的な考え方 
（１） 行政運営の基本的な方針 

① 多様な主体との共創・共働（抜粋） 
誰もが住みやすいまちであり続けるためには、様々な課題解決に向けて、 

市政の主役である市民と企業、行政などが、それぞれの役割を認識し、責
任を果たしていくことが不可欠です。こうした取組みには、福岡市を愛し、
地域を育てる、情熱と地道な活動が必須であり、市民、地域、ＮＰＯ、企
業、大学など多様な主体とつながり支え合い、最適な役割分担のもとで、
共創・共働を進めます。 
 

分野別目標（めざす姿） 
 目標３ 地域の人々がつながり、支え合い、安全・安心に暮らしている 
   市民が身近な地域の課題やまちづくりに主体的に関わり、地域コミュニテ

ィ活動の場となる公共施設をはじめ生活環境が整うことで、人と人がつなが
り、支え合いながら、元気に安心して暮らしています。 

 
施策３－１ つながりと支え合いの基盤となる地域コミュニティの活性化 
《施策》 
  持続可能な地域コミュニティの実現に向けて、自治協議会や自治会・町
内会  の基盤強化、住民の自治意識の醸成などを図るとともに、地域活
動を担う新たな人材の発掘や、市民、ＮＰＯ、企業、大学など多様な主体
が地域全体で支え合う関係を築くための支援を行います。 

４．本市における共働の現状は 
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（２）本市におけるＮＰＯとの共働の現状 

本市では各局区において、環境啓発や、子育て支援、里親制度の普及啓発活動、応急手当

普及啓発等、事業の内容等に応じて、ＮＰＯへの委託、補助、共催、事業協力等、多種多様

な共働を行っています。 

 

●福岡市とＮＰＯ・ボランティア団体との共働の実績 令和６年度実績 （複数選択可） 

（出典）福岡県ＮＰＯ・ボランティア団体との協働事業調査 

共働 
形態 

委託 

実行 

委員会・ 

協議会 

 

共催 
指定 
管理 

補助 後援 
物的 
支援 

人的 
支援 

アダプ

トシス

テム 

事業計画

段階への

参加 

情報交

換・情

報提供

等 

その他 

件数 ２９ ２１ １８ １２ ２２ ２９ ３０ １ ０ ０ ４ １２ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「きょうどう」は共働？ 協働？  

 
複数の主体が、何らかの目標を共有し、ともに力を合わせて活動することを指す「きょ

うどう」という言葉。一般的には「協働」と表記されています。 
 
1970 年代から神戸市などを中心に行政と市民の協働によるまちづくりが推進されてき

ましたが、協働の意義が改めて確認されたのが、阪神・淡路大震災でした。警察や消防

機関による被災者救助が追いつかない中、市民や自治会、ボランティアなどの救援活動

が積極的に行われました。この震災を契機として神戸市では地域全体の自律と連帯が不

可欠であるという認識が拡がり、自助・共助・公助による防災のまちづくりが推進され

ることとなりました。これは、市民が行政とともに地域の問題解決に向けて取り組む協

働の意義が再確認され、その他の多くの市町村においても協働のまちづくりが一層推進

されるきっかけとなったのです。 
 
この「協働」という言葉。福岡市では「共働」という表記を使っています。 
福岡市では 2003 年（平成 15 年）３月に「福岡市 新・基本計画」(第８次基本計画)
を策定しました。その中で、福岡市の基本的な都市経営の考え方として『福岡市は、「自

由かっ達で人輝く自治都市」をめざし（目標の共有）、子どもも高齢者も、障害者も健

常者も、女性も男性もすべての人が、また、市民・地域コミュニティ・NPO・企業・

大学・行政などあらゆる主体が、お互いの役割と責任を認め合い、相互関係・パートナ

ーシップを深めながら（共生）、知恵や力をあわせ、長所や資源を活かして、共に汗し

て取り組み、行動する「共働」によってまちづくりを進めます。』と定めました。 

それ以降、福岡市において「きょうどう」というときは「共働」と表現しています。 
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第２章．お互いを理解する 
 

共働を始めるにあたって、市職員は、ＮＰＯや共働についての理解を深めるとともに、ＮＰ

Ｏのミッション（使命）や活動内容を知っておくことが大切です。 

また、ＮＰＯのみなさまも、自分たちの活動に関連する市の担当部署はどこか、現在、市が

どのような方針に基づき、どのような事業を実施しているのかを理解しておくことで、共働の

必要性や可能性を検討しやすくなります。 

 

 

 （１）ＮＰＯ（Non-Profit Organization）とは 

ＮＰＯは、ボランティア団体や市民活動団体など、自主的・自発的に社会貢献活動を行う「民間

非営利組織」を広く指します。株式会社などの営利企業と違い、営利を目的とせず、市民が主体と

なって継続的・自発的に社会的使命の実現を目指し、不特定多数の人々のために公益活動を行う組

織のことです。 

このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格（個人以外で権利や義務の主体となるもの）を

取得した法人を「特定非営利活動法人（一般的にＮＰＯ法人）」といいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 （２）ＮＰＯの主な特性 

①自主性・自発性 

社会的使命の実現に向け、自らの価値観や発想に基づき、自らの責任で、自主的・自発的に

社会貢献活動を行っています。 

 

  ②機動性・迅速性 

制度的な枠組みや公平性にとらわれず、自己決定と自己責任に基づき行動することができる

ことから、状況に応じて迅速に取り組むことができます。 

 

  ③先駆性 

    独自の考えで自発的に行動できることから、行政が制度的には対応しにくい新たな社会課題

に対し、先駆的に、後に社会の理解や賛同を得て、行政によって制度化される場合もあります。 

 

  ④柔軟性 

    制度的な枠組みや公平性にとらわれることなく、自由な発想で、個々の課題に対し状況に応

じた柔軟な対応をすることができます。 

 

１．ＮＰＯを理解しよう（ＮＰＯに関する基礎知識） 

◆ボランティアとＮＰＯはどう違うの？ 

ボランティアも自主的・自発的に社会貢献活動を行うという点では同じですが、ボランティアは「個人」

を指します。ボランティア＝「個人」、ＮＰＯ＝「組織」です。ボランティアとは「放っておけない」と

いう気持ちから、自分で考えて自己責任で行動する個人のことです。そのボランティアが集まり、役員

等の組織体制を整備し、規約を作り、事業計画や予算等のもとで、自発的・継続的に組織として社会貢

献活動をする場合はＮＰＯと呼びます。 
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  ⑤専門性 

    自ら設定したテーマに特化して取組みを継続的に行うことで、その分野における専門的知識

や実践経験が蓄積され、より専門的な取組みが可能になります。 

また、もともと専門知識を持った人材が、その専門性を生かすためにＮＰＯを組織したり、

ＮＰＯの活動に参加するケースも多くあります。 

 

  ⑥多様性 

    活動分野、財政や組織の規模、活動実績、事業の遂行能力はさまざまで、実施する事業内容

も多岐にわたります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）非営利は無償か 

「非営利」とは「無償」ということではなく、「収益はあげてもいいが、その収益を構成員で分

配してはいけない」ということです。活動に対する対価をもらっても、収益事業を行っても構いま

せん。そうやって生じた利益は次の非営利活動の資金に充てます。団体が、非営利活動を継続的、

組織的に行うために活動資金を確保することは当然とも言えます。 

     ※「営利」とは、団体の利益を役員や株主などの構成員で分配することです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）とは 

従来、ボランティア団体や市民公益活動団体は、法人格を取得することが困難だったため、

団体としての法律行為を行うことができない等、様々な不都合が生じていました。 

このため、こうした団体に比較的簡単な手続きで法人格を付与することにより、そうした市

民公益活動を支援することを目的として、平成１０年に制定されたのが、特定非営利活動促進

法（通称「ＮＰＯ法」）です。 

令和７年９月現在、全国で４万９千を超えるＮＰＯ法人が活躍しています。 

◆ＮＧＯとは？ 

ＮＧＯとは Non-Governmental Organization の略で、｢非政府組織｣と訳されています。 

もともと国連の場で政府代表と区別するために使われ始めた言葉で、営利を目的としない国際協力などに

携わる民間組織を指すことが多いようです。 

ＮＧＯの活動は基本的にＮＰＯと同じで、一般的に、国内で非営利の活動を行う民間団体をひろくＮＰＯ

と呼び、そのうち海外支援事業など、国家や国境を越えて非営利の活動を行う民間団体が、ＮＧＯと呼ば

れています。 

 

 

企業 ＮＰＯ

利益 利益

必要経費 必要経費

・人件費 ・人件費

・家賃　　 ・家賃　　

・材料費 ・材料費

・通信費 ・通信費

など など

収入 収入

株主
非営利活動の
ために使う

配当
（利益の配分）

営利の例 非営利の例
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 （５）特定非営利活動とは 

ＮＰＯ法における「特定非営利活動」とは、以下の 20 種類の分野に該当する活動であり、

不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。 

 

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

②社会教育の推進を図る活動 

③まちづくりの推進を図る活動 

④観光の振興を図る活動 

⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

⑦環境の保全を図る活動 

⑧災害救援活動 

⑨地域安全活動 

⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

⑪国際協力の活動 

⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

⑬子どもの健全育成を図る活動 

⑭情報化社会の発展を図る活動 

⑮科学技術の振興を図る活動 

⑯経済活動の活性化を図る活動 

⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

⑱消費者の保護を図る活動 

⑲前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

⑳前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

 

 

 （６）ＮＰＯ法人は、認証した行政機関がお墨付きを与えているのか 

ＮＰＯ法人は、行政の「認証」という行為により設立されます。 

この「認証」は、ＮＰＯ法に基づき所轄庁が行うもので、所轄庁は団体の申請が、法に定める

設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされており、その確認手段

も実態審査ではなく「書面審査」によって行うことが原則とされています。 

また、ＮＰＯ法では、団体の資産や活動実績を認証の要件としていないことから容易に法人

格を取得できます。したがって、所轄庁の認証によってその団体に、お墨付きを与えているわ

けではありません。 

市民が行う自由な社会貢献活動は、行政による監督ではなく、市民によって選択・監視され

ることが望ましいとの考えから、ＮＰＯ法ではＮＰＯ法人の情報公開を義務付けるとともに、

縦覧・閲覧制度を取り入れており、ＮＰＯ法人の信用・信頼は、それぞれの法人の活動内容の

公開や、積極的な情報発信を積み重ねることによって、自らが築き上げることになっています。 

 

（７）ＮＰＯ法人の所轄庁は 

     所轄庁とは、特定非営利活動法人(NPO法人)の認証権及び監督権を持つ行政機関を指します。 

原則として主たる事務所が所在する都道府県知事となりますが、その事務所が一の指定都市の 

区域内のみに所在する場合は、当該指定都市の長となります。また、各都道府県から各市町村 

へ事務が移譲されている場合もあります。 
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  福岡市内のＮＰＯ法人の認証状況 

  ●市内に主たる事務所があるＮＰＯ法人（福岡市認証法人）数の推移  

年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 
R7年度 

(9月末現在) 

ＮＰＯ法人数 ６１８ ６０２ ５８５ ５９２ ５７８ ５６９ 

 

  ●市内に主たる事務所があるＮＰＯ法人（福岡市認証法人）の区別団体数（令和７年９月末現在） 

 東区 博多区 中央区 南区 城南区 早良区 西区 全市 

法人数 ８４ １１９ １５８ ７０ ３６ ５７ ４５ ５６９ 

資料：福岡市ホームページより 

 

 

ＮＰＯに関する情報収集の方法としては、次のような方法があります。 
 

（１）福岡市役所で閲覧する 

ＮＰＯ法人の活動状況については、毎年所轄庁への報告が義務付けられており、福岡市内のみに

事務所を有するＮＰＯ法人については、市民局市民公益活動推進課で以下の書類を閲覧することが

できることになっています。 

(ｱ)事業報告書 

(ｲ)財産目録 

(ｳ)貸借対照表 

(ｴ)活動計算書（収支計算書） 

(ｵ)役員名簿 

(ｶ)前事業年度の役員の氏名を記載した書面 

(ｷ)前事業年度の社員のうち１０人以上の者の氏名を記載した書面 

(ｸ)最新の定款 

(ｹ)設立・定款変更に係る認証書・登記に関する書類の写し 

 

（２）福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター (あすみん) でＮＰＯの情報を収集する 
 
福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター（愛称：あすみん）では、あすみんの利用登録をして

いるＮＰＯ・ボランティア団体の情報をホームページ上で紹介しています。ホームページでは、｢団

体名｣｢活動分野｣｢活動地域｣等で、団体を検索でき、団体の活動内容等を知ることができます。 

また、あすみんが毎月２回(５日、20 日)発行しているメールマガジンでは、ＮＰＯ・ボランテ

ィアの活動に関心のある方を対象に、あすみんで実施されるイベントやボランティア募集の案内、

登録団体からのお知らせなどの最新情報をお届けしています。その他にも、あすみんでは、ＮＰＯ・

ボランティアに関する各種講座や、相談業務も行っております。 

 

 

 

 

 

２．ＮＰＯの活動内容を知るには 
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●あすみんホームページ検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ホームページトップ画面 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆登録団体の情報の検索方法 

 
 
 
https://www.fnvc.jp/group 

 
◆あすみんメールマガジン登録方法 

 
 
 
https://www.fnvc.jp/mail/register/edit 

 

あすみんホームページ 
トップページ 

あすみんメールマガジン 
登録はコチラから 

 
画面右の中段 

福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター あすみん 

住 所 福岡市中央区今泉 1-19-22 天神クラス 4階 

電 話 ０９２－７２４－４８０１ 

ＦＡＸ ０９２－７２４－４９０１ 

ｅ-mail： info@fnvc.jp 

 

登録団体を探す 
あすみんホームページ 

トップページ 探す・つながる 

問合せ先 

https://www.fnvc.jp/group
https://www.fnvc.jp/mail/register/edit
mailto:info@fnvc.jp


 

10 
 

 
（３）コラボステーション福岡で県内のＮＰＯの情報を収集する 

 
コラボステーション福岡のホームページでは、福岡県内のＮＰＯ法人（申請中含む）、各団体が

投稿したＮＰＯ・や多様な主体との協働事例、ＮＰＯ・ボランティア団体の情報やイベント情報な

どを検索でき、さらにＮＰＯの情報以外にも、社会貢献に関心のある企業（包括連携協定）の情報

を検索することができます。 

 

●コラボステーション福岡ホームページ検索 

 

 

 

 

 

 

 ホームページトップ画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

コラボステーション福岡 

（福岡県 市町村・地域振興部 地域振興総務課 共助社会づくり推進室） 

住 所 福岡市博多区東公園７番７号  

電 話 ０９２－６４３－３９３８ 

ＦＡＸ ０９２－６４３－３８４８ 

  
 

◆福岡県ＮＰＯ・ボランティアに関するイベント、県の施策など 

 

 
 
＊ボランティア・社会貢献イベント情報 
 https://www.csf.pref.fukuoka.lg.jp/hiroba?cate[]=2#menu_list 
 
＊福岡県の施策・取組 https://www.csf.pref.fukuoka.lg.jp/subsidies 
 
                   画面最下部にある              

コラボステーション福岡 
トップページ 

福岡協働ひろば 
協働マッチング情報を探す 

問合せ先 

◆福岡県内のＮＰＯ法人と多様な主体との協働事例の検索方法 
 
 
https://www.csf.pref.fukuoka.lg.jp/reports 

 

コラボステーション福岡 
トップページ 協働事例レポート 画面右上にある 

画面右上にある 

…① 

①            

コラボステーション福岡 
トップページ 

協働推進の取組 

https://www.csf.pref.fukuoka.lg.jp/subsidie
https://www.csf.pref.fukuoka.lg.jp/reports


 

11 
 

（４）内閣府ＮＰＯホームページで全国のＮＰＯ法人の情報を収集する 

 

内閣府のホームページでは、全国のＮＰＯ法人が検索できます。 

ＮＰＯの基礎知識、ＮＰＯ法人制度、関連施策などの情報も検索できます。 

 

●内閣府ホームページ検索 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ホームページトップ画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆全国のＮＰＯ法人の情報の検索方法 

 
 
 
https://www.npo-homepage.go.jp/  

 

内閣府ＮＰＯホームページ 
トップページ 

団体検索 
ＮＰＯ法人ポータルサイト 

画面中央右
側にある 

https://www.npo-homepage.go.jp/
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（１）市の特性 

  ① 公平性・平等性 

行政サービスは、税金（公金）を財源として提供されるものであり、憲法においても

「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定められていま

す。このため、行政においては、公平性・平等性が原則とされ、特定の個人や団体に偏

ることなく、行政区域全体に均等にサービスが行き渡ることが求められます。 

 

② 継続性・安定性  

    行政の収入は、法令等に基づいて徴収される税金を主な財源としており、比較的安定

しています。このため、法令や基本計画、実施計画等に基づき、継続的かつ安定的に公

共サービスを提供しています。 

 

① 権力性 

    行政は、法令に基づく判断により、市民の行動を規制・禁止することができるほか、

条例の制定等により、罰則を含む一定の強制力を持っています。 

 

② 法令遵守 

    行政行動は、職員の恣意によるものではなく、客観的な法令や各種計画、それらを実

施するための予算に基づいて行われます。組織体制が明確である一方、職員個人の裁量

は限定されており、意志決定に一定の時間を要するなど、機動性や迅速性に欠ける面が

あります。 

 

  ⑤ 予算 

予算は、行政運営に不可欠なものであり、予算がなければ政策を執行することはでき

ません。 

予算とは、一会計年度における地方公共団体の活動に必要な経費と、これを賄うため

の財源の見通しを立て、その金額や目的を定めた計画であり、当該地方公共団体の財政

運営の指針となるものです。 

 

    予算には、次のような原則があります。 

【予算の原則】 

（ア）事前議決の原則 

予算は、地方公共団体の行政施策を明らかにするものであり、首長が編成し執行しま

すが、その民主性を確保するため、議会の議決を経なければなりません。このため、予

算は年度開始前に議会に提出され、議決を経て、年度の開始と同時に効力を生じます。 

（イ）会計年度独立の原則 

各会計年度における歳出は、原則として、その年度の歳入をもって賄われ、当該年度

の歳出予算は、その年度内に限って使用することとされています。 

（ウ）予算公開の原則 

民主的かつ効率的な行政運営を確保するため、予算は住民が批判・監視できるよう、

必要な情報として住民に提供されなければなりません。このため、予算案や財政状況の

公表を通じて、住民に対する情報公開が行われています。 

３．行政を理解しよう（行政に関する基礎知識） 
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      ●予算編成の流れ 

       具体的な予算編成作業は、一定の手続きとスケジュールに基づいて進められま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 文書主義の原則 

   行政の手続きは「時間がかかる」「書類が多い」と感じられることがありますが、こ

れは行政の「文書主義」に基づくものです。 

行政事務を適正かつ確実に処理し、その過程を記録・保存するため、行政活動は文書

を用いることを基本としています。行政においては、文書による決裁を経て初めて意思

決定がなされ、行動が可能となります。 

そのため、行政の意思決定過程は文書として記録・保存され、後から確認できる仕組

みとなっています。 

文書の取扱いについては、福岡市公文書の管理に関する規則および福岡市公文書規程

に基づき行われます。 

 

（２）市の情報（施策・計画・統計資料） 

     ＮＰＯが市との共働を検討するにあたっては、相手となる市の施策や計画、統計資料

等を理解しておくことが重要です。行政は、組織として定められた方針や計画に基づい

て事業を実施しているため、市の方針や方向性と合致しない場合には、共働が難しくな

ることがあります。 

     そのため、ＮＰＯは、自らの活動に関連する市の担当部署や、市がどのような方針の

もとで行政課題に取り組み、事業を実施しているのかについて、あらかじめ把握し、検

討しておくことが重要です。 

 

 

 

 

 

次年度事業や予算案の検討

財政担当課へ予算見積書の提出

予算の調整・査定

予算案決定

市議会における予算審議・議決・予算の確定

９～１０月

３月

２月

１１～１月

５～８月
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●総合計画の体系 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

福岡市基本計画や各種指針、市政運営方針等は市ホームページで確認することができます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市総合計画は、福岡市における将来の健全な発展を促進するために策定する市政の総合的計画であり、

「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３つから構成されています。 
福岡市では、昭和６２年に策定した「福岡市基本構想」、および平成２４年に策定した「第９次基本計画」を

見直し、新たな時代にふさわしい今後の都市経営の方向性を示すために、平成２４年に新しい基本構想を、令

和６年に第１０次基本計画を策定しました。 
 

 

基本構想 

 目標年次無し  

 

長期的にめざす都市像 

１ 自律した市民が支え合い心豊かに生きる都市 

２ 自然と共生する持続可能で生活の質の高い都市 

３ 海に育まれた歴史と文化の魅力が人をひきつける都市 

４ 活力と存在感に満ちたアジアの拠点都市 

 
 

 

基本計画 

 10年間  

 

 

基本構想に掲げる都市像の実現に向けた方向性をまちづくりの目標や施策 

として総合的・体系的に示した長期計画 

                     

実施計画 

（施策推進プラン） 

 ４年間  

 

基本計画を推進するにあたって、福岡市が取り組む具体的な事業を示した 

中期計画 

 

 

◆福岡市基本計画 各種計画・指針 

 

 
 
 
各年度の市政運営方針 
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/shiseiunei/shiseiunei/index.html#001  

 
＊計画・指針 
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/shiseiunei/keikaku-shishin/index.html 

 
＊行財政運営の取り組み 
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/jigyou-torikumi/kaikaku/index.html 

画面上のタ

イトルバー 
市政の運営、 
方針・プラン 

福岡市ホームページ 
トップページ 市政全般 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/shiseiunei/shiseiunei/index.html%23001
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/jigyou-torikumi/kaikaku/index.html
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（３）市の組織図 

   ＮＰＯの活動分野は、行政のほとんどの分野に及んでいます。 

事業を行うにあたって、どこに相談に行ったらいいのか？自分達の団体の活動に関連のあ

る事業を実施している部署はどこなのか？組織図を参考にすることもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆各種統計情報 

 

 
 

＊福岡市の各種統計情報 
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/toukei/index.html  
 

 

画面上のタ

イトルバー 

◆福岡市の組織一覧 

 
 
 
 
福岡市の「組織一覧」から、各局各課の担当の電話番号、業務内容を確認することができます。 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/soshiki/index.html 

福岡市ホームページ 
トップページ 市政全般 組織一覧 

福岡市ホームページ 
トップページ 市政全般 統計情報 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/soshiki/index.html
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第３章．共働を進めるにあたって 
 

 共働には様々な形態があります。情報交換や物的支援などの比較的緩やかな関わりから、契

約に基づく委託、共催、行政によるＮＰＯへの補助金支援など、事業目的や内容に応じて、最

も効率的かつ効果的な共働の形態が考えられます。 

 

第３章では、共働事業の基本原則、進め方、課題やニーズ把握、パートナー選定、事業化ま

での流れ、そして実施後の振り返りや評価について説明します。 
 

 

 

ＮＰＯと行政が共働を進める際には、次の基本原則（ポイント）についてお互いに理解し

ておく必要があります。 

  

（１）目的・目標の共有 

     共働の目的は、地域課題を解決することであり、共働は課題を解決するための手段の一つに

すぎません。お互いに「目的」を共有することではじめて、共働が成立するといえます。 

     そのため、何を解決するために共働するのかという「目的」を共有し、共働の実施によって達

成しようとする「目標」（なにを、どのくらい、いつまでに）を明確にし、共有しておく必要が

あります。 

 

     【ポイント】 

      ●解決しようと考えている課題が一致していること。 

一見すると、同じように見える取組みも、「目的」が同じであるとは限りません。そのよ

うな場合は、共働をはじめても、うまくいかない可能性があります。解決しようとする課題

について、双方が十分に話し合って、共通の認識を持って取り組むことが重要です。 

      ●実施しようと考えている事業の認識（規模・期間・対象範囲等）が同じであること。 

        双方が協力して行うため、両者が考えている事業の認識がある程度一致している必要があ

ります。両者が考えている事業の内容、規模、期間、区域等の認識が一致していないと、事

業の途中で大きなずれが出てしまう恐れがあります。 

      ●最終目標が一致していること。 

        共働終了時の最終目標として思い描いている姿が、双方異なる場合、共働終了時に「こん

なはずではなかった」ということになりかねません。そのため、事業をはじめる前に、協議

を重ね認識を合わせておく必要があります。 

  

 

（２）相互理解 

ＮＰＯと行政は、それぞれ異なる特性を持っており、相互に補完し、それぞれの特性を活か

すことで相乗効果が生まれ、単独で実施するよりも大きな事業効果が期待できます。 

そのため、お互いの立場や特性、長所や短所を理解し、その違いを尊重するとともに、価値

観等を押し付け合うことのないよう配慮が必要です。 

 

 

１．共働の基本原則は（ポイント） 
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  【ポイント】 

●ＮＰＯを理解していること。 

ＮＰＯはそれぞれのミッション(使命)を持ち、独自の価値観に基づいて自主的・自立的に活動し

ています。ＮＰＯの特性を理解し活かすことができれば、事業内容や協力の仕方によって共働関係

を築くことは可能です。（「第２章 １．ＮＰＯを理解しよう(5ページ)」参照） 

●行政を理解していること。 

ＮＰＯから見ると行政は、すぐに行動できなかったり、柔軟性が欠けていたり、文書が多く、や

りにくいと感じられる場合もあります。しかし、そうした行政の仕組みを理解しておくと、共働を

効果的に進めることができます。 

また、行政は法律や条例、各種計画に基づき施策を進めています。そのため、ＮＰＯは市ホーム

ページで関係分野の基本計画を調べたり、担当部署の施策を確認する等によって、その内容を理解

することが大切です。ＮＰＯの活動と、行政の施策を比べることで、共働できる部分や、相談のタ

イミングが見えてくる等、ヒントが見つかる場合があります。 

（「第２章 ３．行政を理解しよう(12ページ)」参照） 

   ●十分な話し合いの機会を持つこと。 

    ＰＤＣＡ※２のそれぞれの段階で話し合いの場を持ち、お互いの理解を深めていくことが大切です。 

   ※２．ＰＤＣＡとは 

事業を円滑に進めるための手法の一つ。ＰＬＡＮ(計画)、ＤＯ(実施)、ＣＨＥＣＫ(評価・検証)、 

ＡＣＴＩＯＮ(行動・改善・見直し)の頭文字をとったもの。具体的には、業務計画の作成、計画に則

った実施、その結果を目標と比べる点検、そして発見された改善すべき点を是正する４つの段階を繰

り返すことで、段階的に業務効率を向上させることができる。 

 

 

 

（３）対等の関係 

ＮＰＯと行政が、双方の特性を認識し、尊重し合いながら、対等の関係のもとで共働を進め

ていくことが大切です。 
 

【ポイント】 

●双方に実施メリットがあること。 

共働する相手にはない資源や特性をもっており、双方に共働による実施メリットがあることが大

切です。双方に実施メリットが見出せないにもかかわらず、これまでの関係性のみを理由として共

働を行うと、対等な関係を築くことは難しくなります。 

   ●どちらか一方に依存せず、双方が自立していること。 

対等な立場で、共働するためには、依存の関係ではなく、双方が自立していることが大切です。 

  

 

 

（４）役割分担と責任範囲の確認 

ＮＰＯと行政の双方が、それぞれの特性を発揮できるよう、事業をはじめる前に、適切な役

割分担と責任の範囲を、双方合意の上確認しておくことが大切です。その際、思い違いが生じ

ないように、必要に応じて、それらを協定書や覚書等文書で明確化しておく必要があります。 
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 【ポイント】 

●お互いの責任範囲を明確にしていること。 

事業を開始する前に、期限、役割分担、経費負担、責任の所在等について、あらかじめ明確に定め

ておくことが重要です。 

事業実施に伴い想定される、利用者や第三者への損害、その他のリスクへの対応についても、双方

の責任範囲を協定書等により明確にしておく必要があります。 

  ●想定されるリスクの例 

    実行委員会方式や、共催等により事業を実施する場合に想定されるリスクとしては、例えば次のよ 

うなものがあります。 

・現金等の管理に関するリスク（現金や通帳等の紛失、盗難など） 

   ・情報管理に関するリスク（個人情報やデータ等の流出、盗難、喪失、破損など） 

   ・ボランティアに関するリスク（事故等により、加害者又は被害者となる場合など） 

   ・労務管理におけるリスク（スタッフの負傷等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ボランティア活動保険への加入 

 

「ボランティア活動保険」とは、ボランティア個人やグループ等を申込者とし、ボランテ

ィア活動者を被保険者として、社会福祉法人全国社会福祉協議会が一括して保険会社と締結

する団体保険です。ボランティア活動中に発生した事故によるケガや賠償責任等について補

償されます。 
制度の詳細については、全国社会福祉協議会のホームページをご参照ください。 

（https://www.saigaivc.com/insurance/） 
なお、「ボランティア活動保険」の加入手続きは、各地域の社会福祉協議会にお問い合わ

せください。 
名 称 住    所 電 話 番 号 

福岡市社会福祉協議会 
ボランティアセンター 

福岡市中央区荒戸３－３－３９ 
 福岡市市民福祉プラザ２階 

(０９２)７１３－０７７７ 

東区社会福祉協議会 
ボランティアセンター 

福岡市東区箱崎２－５４－２７ 
 東区役所別館１階 

(０９２)６４３－８９２２ 

博多区社会福祉協議会 
ボランティアセンター 

福岡市博多区博多駅前２－８－１ 
博多区役所６階 

(０９２)４３６－３６５１ 

中央区社会福祉協議会 
ボランティアセンター 

福岡市中央区大名２－５－３１ 
 中央区役所１階 

（０９２）７３７－６２８０ 

南区社会福祉協議会 
ボランティアセンター 

福岡市南区塩原３－２５－１ 
 南区役所別館 

（０９２）５５４－１０３９ 

城南区社会福祉協議会 
ボランティアセンター 

福岡市城南区鳥飼５－２－２５ 
 城南区役所別館１階 

（０９２）８３２－６４２７ 

早良区社会福祉協議会 
ボランティアセンター 

福岡市早良区百道１－１－１ 
 ＵＭＩＢＥ Ｂ.Ｌ.Ｄ １階 

（０９２）８３２－７３８３ 

西区社会福祉協議会 
ボランティアセンター 

福岡市西区内浜１－７－１  
 北山興産ビル１階 

（０９２）８９５－３１１０ 

 

https://www.saigaivc.com/insurance/
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（５）公開性・透明性 

共働は行政の公的資源を活用して実施するものであるため、公正で透明性が確保された手続

きにより進める必要があります。ＮＰＯと行政の双方が情報を適切に公開し、市民に対する説

明責任を果たすことが重要です。 

共働の相手先の選定過程や、事業の進捗状況、成果の振り返り等の情報を公開し、透明性を

確保することで、共働に対する市民の関心を高め、多くの市民の理解を得る効果が期待できま

す。 

 

  【ポイント】 

    ●ＮＰＯと行政の双方が情報発信を行うこと。 

行政と共働する場合は、公的資源を活用することへの自覚と責任を持ち、行政のみならず、 

ＮＰＯも主体的に事業に関する情報を発信することが重要です。 

●相手先の選定過程を公開していること。  

選考方法、審査基準、審査結果等、選定の過程を明確にし、ホームページ等により市民に公開 

     する必要があります。 

     ●事業内容を公開していること。 

      事業の実施主体、目的、内容、経費等について、市民に分かりやすく公開することが求められ 

ます。 

    ●事業の進捗状況を公開していること。 

 事業の進捗状況について、適宜、市民への情報提供を行うことが重要です。 

    ●事業報告を公開していること。 

     事業終了後には、成果や課題等について市民に公開し、説明責任を果たす必要があります。 

 

 

（６）成果の振り返り・評価 

共働では、異なる複数の主体が対等な立場で事業に取り組むことから、ＰＤＣＡサイクルで

の事業展開を進めることが特に重要となります。 

実施過程と事業終了後に、個別、双方又は第三者を加えた振り返り・評価を行い、共働によ

り達成できたこと、できなかったこと等、課題を抽出し共有することで、その解決策を検討し、

事業に反映させていくことができます。 

 

【ポイント】 

●振り返りの場を設けていること。 

事業の進め方、課題、成果等について、ＮＰＯと行政の双方で振り返りを行うことが重要

です。時期としては、「事業実施前」「事業実施途中」「事業終了後」が考えられますが、事

業の内容や状況等に応じて振り返りを行いましょう。 

※振り返りや評価の方法としては、例えば、個別、双方での自己チェック、第三者による評価

のほか、参加者アンケートによる事業の満足度を、評価として活用することも考えられます。 

●振り返りから明らかになった課題や成果を次の展開に活用すること。 

    双方の視点の違いにより評価が異なる場合には、その相違を確認し認識を共有した上で、

今後の改善や事業展開につなげていくことが求められます。 
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 共働を進める一般的な流れは次のとおりです。事業に取り組む際には、ＰＤＣＡサイクルの

考え方を踏まえ、計画的に実施し、その成果や課題を次の事業に活かしていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．共働の基本的な流れ 

◆共働は「共感」から始まる！ 

 
立場も特性の異なるＮＰＯと行政が共働を進めるためには、互いの考えや思いを理解し、課題

や目的を共有することが出発点になります。課題や目的を共有するためには、協議の段階におい

て十分な時間を確保し、丁寧な対話を重ねることが重要です。検討の過程においては、双方の企

画や考え方がそのまま実施できない場合もありますが、客観的な対話を通じて調整を行うことで、

それぞれの強みを生かした共働につなげることが可能となります。 
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 日頃からＮＰＯと情報や意見交換を行い、地域課題や市民ニーズの把握に努めることが重

要です。ＮＰＯは、さまざまな分野において問題意識を持ちながら、社会や地域の課題解決

に向けて活動しており、専門的な知識や経験、当事者性も有しています。事業の準備段階に

おいてＮＰＯの意見を聴き、市民ニーズや地域の現状を把握することは、有効な手段の一つ

です。 

例えば、交流会や意見交換会の開催、審議会や懇談会等において意見を聴取することなど

が考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．課題や市民ニーズの把握 

【ポイント】 

●相談にのってもらったＮＰＯと共働するの？ 

準備段階で意見を聴いたり、相談に応じてもらったＮＰＯが、必ずしも事業の共働相手として選定

されるとは限りません。共働相手の選定にあたっては、公平性・公正性を確保した選考を行う必要

があります。そのため、ＮＰＯに意見を聴取する際には、誤解を防ぐ観点から、その点をあらかじ

め明確に伝えておくことが重要です。また、ＮＰＯの知識やアイデアといった知的財産を、行政が

無償で利用することのないよう、適切な配慮が求められます。 
 
●ＮＰＯから企画案が持ち込まれた場合にどう対処するの？ 

ＮＰＯから、課題解決に向けた企画案や相談が寄せられることがあります。これは、市政運営にＮ

ＰＯの視点や発想を取り入れる機会となり得るものであり、提案内容によっては、政策立案や業務

改善のきっかけとなる場合もあります。 

一方で、次の点について十分に検討することが必要です。 

・提案内容が、専門性や先駆性などＮＰＯの特性を生かしたものであるか 

・既存の事業をより充実させることができるか 

・共働により進めることが、市民サービスの向上につながるか 

（※次ページからの「共働の検討」、「共働のパートナーの選定」を参考に検討してください。） 

◆あすみんの活用について 
 

福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター（愛称：あすみん）は、さまざまな分野のＮＰＯ

が利用しており、ＮＰＯに関する情報が蓄積されています。 
また、大学生のボランティアグループやＣＳＲ（社会貢献）に取り組む企業等も利用してい

ます。 

 
○自課の事業について、ＮＰＯの意見を聞きたい 

○特定の分野で活動しているＮＰＯを紹介してほしい 

○社会貢献活動に積極的な企業が知りたい 

○市民参加型イベントを実施するため、団体の出展やボランティア募集に協力してほしい 

 

このような場合には、「あすみん」をご活用ください。 
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 （１）現状把握、課題整理、事業目的等の検討 

共働の検討には、「既存事業を見直し、発展させる場合」と、「共働により新たな仕組みや事

業を創出する場合」とが考えられます。いずれの場合においても、対象となる事業について、

①現状把握、②問題点の整理、③事業目的の明確化、④成果目標の設定を行った上で、共働が

適しているかを検討する必要があります。 

 

   ●検討項目（例） 

検討項目（例） 事 例 

① 現状把握 事業開始前に、事業に関連する状況や背景等の現状を把握します。 

② 問題点の整理 現状把握により明らかになった問題や市民ニーズを整理し、課題を抽出します。 

③ 事業目的 抽出した課題に対し、どのような状況を目指すのかを明確にします。 

④ 成果目標の設定 事業目的について、いつまでに、どの程度の達成を目指すのかを設定します。 

 

 （２）共働により効果が期待できる事業 

ＮＰＯと行政は、ともに公益・非営利の領域で活動していますが、すべての事業が共働に適

しているわけではありません。 

そのため、共働を検討する際には、対象となる事業が共働に適しているかどうかを十分に検

討する必要があります。 

共働に適した事業とは、ＮＰＯと行政がそれぞれの特性を活かし、協力して事業を実施する

ことにより、市民サービスの質や量の向上が見込める事業です。 

以下は、共働により効果が期待できる事業の例です。事業を検討する際の参考としてくださ

い。 

 

●共働により効果が期待できる事業（例） 

事業（例） ポイント 

地域の実情に合わせる
必要がある事業 

ＮＰＯは地域の課題の解決に向けて活動しており、特に地域密着型のＮＰＯは、地
域特性をよく把握しています。こうしたＮＰＯと共働することで、行政が実施する
事業に地域の実情を反映させることができ、相乗効果が期待できます。 

迅速性や機動性が求め
られる事業 

行政単独では十分に対応しきれない場合であっても、ＮＰＯと共働することで、迅
速かつ機動的な対応が可能となります。 

先駆的な取組みが求め
られる事業 

ＮＰＯは、新たな社会課題に先駆的に取り組む場合があり、行政単独では対応が難
しい分野において、先駆的に活動しているＮＰＯと共働することで、効果的な事業
実施が可能となります。 

高い専門性が求められ
る事業 

特定分野で継続的に活動しているＮＰＯは、専門的な知識やノウハウを有している
場合があり、共働することで、その専門性を生かした事業効果が期待できます。 

個々のニーズへの柔軟
な対応が求められる事
業 

行政は公平性が求められるため、個別・多様なニーズに柔軟に対応することが難し
い場合があります。ＮＰＯと共働することで、きめ細やかなサービスの提供が期待
できます。 

多くの市民の参加が求
められる事業 

ＮＰＯは、多様なネットワークを有し、多くの市民が活動に関わっています。これ
らの特性を生かすことで、イベントや啓発活動等において広く市民参加を促すこと
ができ、市政への参画が期待されます。 

 

４．共働の検討 
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（１）ＮＰＯの情報収集 

行政がＮＰＯとの共働を実施しようとしても、共働相手として適したＮＰＯが存在しなけれ

ば、事業を実施することはできません。また、ＮＰＯであればどの団体でもよいというわけで

はありません。 
そのため、日頃から自部署の業務に関連するＮＰＯに関する情報を収集しておくことが重要

です。既にＮＰＯとの共働実績がある担当課に確認するほか、ホームページやパンフレット、

機関誌等から情報を収集する方法があります。また、新聞等でＮＰＯの活動が取り上げられる

ことも多いため、日常的に情報に目を向けておくことも有効です。 
なお、ＮＰＯ法人の活動状況については、毎年、所轄庁への報告が義務付けられており、市

が認証したＮＰＯ法人については、市民公益活動推進課において事業報告書等を閲覧すること

ができます。 
＊ＮＰＯの情報収集方法については、「第２章 ２．ＮＰＯの活動内容を知るには（8ページ）」をご参

照ください。 

 
 （２）適切な共働相手の選定 

ＮＰＯは、活動分野や内容、財政規模、組織規模等が多様です。共働を効果的に進めるため

には、まず共働の目的を明確にした上で、その目的に最もふさわしいＮＰＯを選定する必要が

あります。 
     選定基準や方法は、共働の形態や事業内容によって異なりますが、例えば、団体に関する基準

と事業内容に関する基準を設定し、必要に応じて項目を追加します。その上で、事業実施能力や

運営状況等を総合的に検討し、共働を着実に進め、質の高いサービスを提供できるＮＰＯを選定

します。 
 
（３）公平性の確保と情報公開 

共働相手の選定基準や方法、選定結果、事業内容等を公開し、市民への説明責任を果たすと

ともに、公平性と透明性を確保することが重要です。 
同一のＮＰＯとの共働を安易に継続すると、ＮＰＯの自主性や自発性を損ない、依存関係が

強まることで、事業の効果的な遂行が困難になるほか、特定のＮＰＯの既得権化につながるお

それがあります。 
こうした弊害を防ぐため、共働相手を含めた事業全体について、定期的に評価や見直しを行

う必要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．共働のパートナーの選定 
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 （１）事業実施前の情報交換・協議 

共働を円滑に進め、事業を成功させるためには、事業実施前に共働相手と十分な情報交換・

協議を行うことが重要です。お互いが保有する情報や資源を可能な限り共有し、事業内容に関

する詳細事項について、あらかじめ整理、確認しておく必要があります。 

 

① 課題・目的・成果目標の再確認 

事業実施前に、事業の目的や成果目標等について、共働相手と改めて協議し、再確認を行い

ます。必要に応じて見直しや修正を行い、ＮＰＯと行政の双方が共通の目的意識と成果目標

を持って事業を推進できるよう、十分な意思統一を図ります。 

 

③ 役割・責任分担等の明確化と、協定書・契約書の締結 

事業実施前に、経費負担、役割分担、責任分担、事業期間、成果物の帰属先等について相互

に確認します。必要な事項については、契約書、協定書、覚書等の書面により、明確に取り

交わすことが必要です。 

 

 （２）共働の基本原則の徹底 

     事業の実施にあたっては、共働の基本原則である、①目的・目標の共有 ②相互理解 ③

対等な関係 ④役割分担と責任範囲の確認 ⑤公開性・透明性 ⑥成果の振り返り・評価 を

念頭に置きながら、事業を進めることが重要です。 

 

 （３）事業実施中の情報交換・協議 

事業実施中においても、定期的に情報交換・協議の場を設け、進捗状況等を確認しながら事

業を進めます。事業の遅れや課題、想定していなかった事態が発生した場合には、ＮＰＯと行

政の双方で十分に協議し、対応策を検討した上で、適切かつ早期に対応することが重要です。 

また、日頃から、連絡を密に取り、随時発生する課題や問題に迅速に対応できる体制を整え  

ておく必要があります。 

 

 （４）市民への情報提供 

事業をできるだけ多くの市民に知ってもらうことは、事業やＮＰＯへの関心や理解を高める

ことにつながります。そのため、ホームページへの掲載や報告会の開催等により、事業の経過

や成果について市民に情報提供を行うことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．共働の実施 
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共働を実効性のあるものとするためには、事業成果を客観的に評価し、その結果を公表す

るとともに、必要に応じて見直しを行うことが重要です。 
 
（１）評価の目的（何のために評価するのか） 

①市民への説明責任 

事業成果や進捗状況を市民に説明することにより、共働の透明性を確保し、市民からの信頼

や関心を高めます。 
 

② 事業の改善 

共働の成果や課題等を整理し、当該事業の改善や、共働終了後の発展的な展開につなげます。 
 

③事業成果・市民サービスの向上 

    成果や課題を明らかにすることで、共働による事業成果や市民サービスの質の向上を図りま

す。 
  

③ 事業の慢性化・長期化の防止 

共働相手を含めた事業全体の評価・見直しを行い、事業の慢性化や長期化を防ぎます。 
 

⑤未来の共働への活用 

共働によって得られた成果や課題、改善策を蓄積し、今後の新たな共働に活かします。 
 
（２）評価の時期（いつ評価するのか） 

     評価は、事業開始前、事業実施中、事業終了後の３段階での評価が考えられます。 

 

（３）評価の主体（誰が評価するのか） 

評価は、行政のみで行うのではなく、共働の当事者である行政とＮＰＯの双方が行うことが

重要です。これにより、双方の視点や認識の違いを明らかにし、次の事業改善につなげること

ができます。また、事業内容に応じて、第三者や市民（受益者）による評価を組み合わせるこ

とも有効です。 
 

（４）評価の項目（何を評価するのか） 

評価項目は、事業内容に応じて設定します。 
共働の過程だけでなく、当初、共働が必要とされた背景にある課題が解決されたかどうかを振り

返ることが重要です。これらを評価の基本項目とし、それぞれの事業にふさわしい評価項目を加

えて評価を行います。また、共働当事者間による評価と参加者アンケートの結果を比較し、必要

に応じて第三者評価を組み合わせることで、評価の客観性を高めることができます。 
 
 
 
 
 
 
 

７．共働の振り返り、評価、見直し 
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●共働の評価項目（例） 

項  目 評価に当たってのポイント 

共働のプロセス 

・目的を共有し、相互に理解しながら、対等かつ自立した立場で事業に取り組んだか。 

・協定書等に明記した役割分担を果たし、双方が十分に協議しながら事業を進めたか。 

・広報誌やホームページ等を活用し、事業の進捗状況や成果を積極的に公開しながら事

業を進めたか。 等 

事

業

の

成

果 

目的・目標の 

達成度 

・設定した事業目標が、定量的・定性的な観点から達成されたか。 

・当初の計画どおり事業が実施され、必要に応じた修正や改善が適切に行われたか。 

・投入した事業費に対して、期待される効果や成果が適切に得られたか。 等 

市民の満足度 

・事業の実施によって、市民の関心や評価が向上したか。 

・市民ニーズを的確に把握し、それに基づいた事業を実施できたか。 

・事業の効果について、受益者（事業実施の効果を享受する第三者）の満足度が高いか。 

・市民サービスの向上を図り、市民満足度を高めることができたか。 等 

共働による 

相乗効果 

・共働による取組みが、双方が単独で実施する場合と比較して、事業効果を高めたか。 

・事業の認知度が向上し、行政と共働相手（ＮＰＯ）とのネットワークが強化されたか。 

・双方が役割を適切に果たし、相互に強みや特性が発揮できたか。 等 

共働事業としての 

継続の必要性 

・来年度以降も事業を継続する必要性があるか。 

・継続する場合、引き続き共働事業として取り組む必要性があるか。 等 

 
 
 （５）評価結果の共有 

     事業の振り返りや評価結果について、ＮＰＯと行政の双方で率直に意見交換を行い、課題や

改善策を共有することが必要です。この過程を通じて、それぞれの立場や考え方の違いを再認

識し、相互理解を深めることにつながります。 

 

（６）評価の公表・情報公開 

事業の振り返りや評価結果は、ＮＰＯと行政の間だけ共有するのではなく、ホームページ等

を通じて広く公表することが重要です。広く市民に公開することで、共働事業の透明性や信頼

性を高めるとともに、共働やＮＰＯへの理解促進につながることが期待されます。 
 
（７）評価結果の活用 

事業の振り返りや評価結果を踏まえ、次の事業展開に活かすことが重要です。 
評価結果は、今後の共働事業の企画や実施にフィードバックし、問題点が明らかになった場

合には、その改善策を検討した上で、次の事業に反映させる必要があります。 
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２　事業の成果

最終評価

事

業

の

継

続

性

⑦事業継続の必要性（来年度以降も事業を継続する必要性があるか？　事業の実施手法は共働か？委託？補助金？）

⑤事業の認知度（行政の広報力やＮＰＯのネットワークを活用し、事業の周知が進み認知度が上がった具体例）

中間評価

目

的

・

目

標

の

達

成

度

市

民

の

満

足

度

共

働

の

相

乗

効

果
（

具

体

的

事

例

・

指

標
）

⑥行政内のネットワークの強化（共働事業をきっかけに行政内部でも共働が進み、事業がさらに推進された具体例）
   ＮＰＯへの協力体制の充実（共働事業をきっかけにＮＰＯに対する協力者が増え、事業がさらに推進された具体例）

①目的の到達度（事業の目的にどの程度近づいたか？　事業の目的達成にどの程度貢献したか？）※複数年の達成度

②今年度の目標達成度（今年度予定事業は順調に実施できたか？今年度の目標は達成できたか？）※今年度の達成度

③市民の満足度（事業によって市民の関心や評価が高まったか？）　※なるべく具体的事例を記載

④共働の成果（共働で取り組んだことにより事業効果が上がった具体例）※なるべく具体的事例・数値を記載
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第４章．さまざまな共働の形態 

これまで述べてきた共働の進め方に加え、共働には多様な形態や手法があります。 

第４章では、こうした多様な共働の形態について、その意義や特徴、具体的な手法および留

意点を説明します。 

 

 

 

ＮＰＯと行政が共働に至る経緯には、おおむね次の４つの類型があります。 

下の図は、ＮＰＯと行政が共働に至るまでのプロセスを示したものです。 

 

 

 

 

１．共働にいたる経緯 

①スタートから協力型
スタート時から協力するかたちです。
手法としては、実行委員会形式や、共催形式等が

適していると考えられます。
まずは目的と目標を明確にし、共有することが必

要です。

ＮＰＯ

行政

共
働

1 2

②相互単独から協力型
それぞれが単独で開始した事業・活動について、目

的や考え方、進め方などを共有して進めるかたちで
す。
手法としては、スタートから協力型と同様、実行

委員会形式や、共催形式等が適していると考えられ
ます。

すべてを共働化せず、共通する一部分だけを共働

で行う場合もあります。

ＮＰＯ

行政

1

2 3

共
働

③行政主導ＮＰＯ協力型

行政が概要を作成し、事業をスタートしているとこ

ろに、ＮＰＯに参加・協力を呼びかけるかたちです。

手法としては、委託等が適していると考えられます。

ＮＰＯの自発性や意思決定への関与は制限されやす

い手法ですが、ＮＰＯの柔軟性や自発性を活かすため

には、協議の場を積極的に設ける等の工夫が必要です。

行政

ＮＰＯ

1

1

2

3

共
働

④ＮＰＯ主導行政協力型
ＮＰＯが先行して取り組む事業・活動に、行政が

賛同し協力するかたちです。

手法としては、補助や後援等が適していると考え

られます。
その活動に、公益性や公共性があるのかどうかを

見極めていくことが必要です。

ＮＰＯ

行政

1

2

3

共
働
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 共働には様々な形態があり、事業目的や内容によって、最も効率的かつ効果的な形態を選択

する必要があります。また、事業によっては、複数のパートナーと、それぞれ異なる形態で取

り組む場合もあります。 

以下では、代表的な共働の形態を示すとともに、それぞれの形態に応じた効果や留意点につ

いて、説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＮＰＯを対象とした補助や事業協力等の福岡市の情報を市ホームページに掲載しています。 
 

 

 

 

 

 

 

※その他一般的な募集・提案公募などの情報はこちらをご覧ください。（ＮＰＯが対象に含まれない事業もあります。） 

 

 

 

 

 

 

（１）情報交換・意見交換  

①情報交換・意見交換とは 

ＮＰＯと行政が持っている情報や意見を提供し、相互に活用する方法です。共働を円滑に進め

るための第一歩として重要です。 

一般的な情報交換・意見交換の場のほか、フォーラムやワークショップなどの手法があります。 

 

 

２．共働形態の選択 

◆ＮＰＯ・ボランティア団体が利用できる福岡市の支援メニュー 

 

 
 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/koeki/life/kyoudou/29nposienmenu.html 

福岡市ホームページ 
トップページ 
くらし・手続き 

地域の活動・ 
ＮＰＯ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

ＮＰＯ・ 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 

〈制度・施策〉 

◆福岡市の募集・公募・寄付の情報 

 

 
https://www.city.fukuoka.lg.jp/business/keiyaku-kobo/teiankyogi.html 

福岡市ホームページ 
トップページ 

創業・産業・ 
ビジネス 

入札・契約・
公募 

各所管課が公
募する競争入
札、提案競技等 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/koeki/life/kyoudou/29nposienmenu.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/business/keiyaku-kobo/teiankyogi.html
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  ②効果・メリット 

   ●異なる立場からの発想による事業のヒント 

・異なる立場の発想に触れることで、事業の検討や見直しに向けたヒントを得ることができま

す。 

●双方の特性・資源の活用による相乗効果 

・双方が持つ情報やネットワークを活用することで、事業の質を高めることができます。 

●地域課題や市民ニーズの把握 

・ＮＰＯとの情報交換により、地域や生活の現場からの地域課題や市民ニーズを把握するこ

とができ、事業のアイデアを得る機会となります。 

   

  ③留意点 

●分かりやすい情報の提供 

・議論が必要な課題や事業に関する資料や情報を、積極的かつ分かりやすく提供することで、

多様な意見を聞くことができます。 

●個人情報の取り扱い 

・守秘義務を遵守し、個人情報の取り扱いには十分注意する必要があります。 

●対等な関係での意見交換 

・お互いの立場を理解・尊重し、対等な関係で意見交換を行います。 

   ●関係づくり 

・日常的なコミュニケーションを心がけるとともに、定期的に意見交換や情報交換の場を設け

ることが重要です。 

   ●課題解決に向けた前向きな意見交換 

・ＮＰＯは、行政への一方的な批判や要望にとどまらず、課題解決に向けた建設的な意見を述

べることが重要です。また行政は、共働できない理由を探すのではなく、どのようにすれば

課題解決につながるのかを考え、前向きな意見交換を行う姿勢が求められます。 

 

 （２）事業協力  

①事業協力とは 

    行政とＮＰＯが、目標や役割分担を定め、実行委員会や協議会などの形態よりも比較的柔軟

な関係のもと、相互のノウハウや資源を活用しながら事業を実施する方法です。 
事業協力には様々な形態があり、行政とＮＰＯが共通の目的のもとで役割分担するケースの

ほか、行政がＮＰＯの活動を後方支援するケース、行政が実施する事業をＮＰＯが協力・補完

するケースなどがあります。 
（例）・広報掲載等による情報発信支援 

・公共施設を利用して事業を実施する際の使用料減免 
・行政が所有する物品や機材の貸し出しや場所の提供 
・ＮＰＯ主催事業への参加 

 

  ②効果・メリット 

   ●双方の特性・資源の活用による相乗効果 

・双方が持つ特性や資源を有効に活用することにより、ＮＰＯと行政がそれぞれ単独で実施

する場合と比べ、より効果的かつ効率的に事業を実施することができます。 
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（３）企画・計画立案への参画  

①企画・計画立案への参画とは 

     行政が事業を企画・立案する段階において、ＮＰＯからの意見や提案を受け、施策に反映さ

せていく形態です。 
    例えば、施策や事業の企画・立案にあたり、各種審議会や委員会等に継続的にＮＰＯ関係者の

参画を求める方法のほか、ＮＰＯから意見を聴取し施策に反映させる方法、事業の実施方法等に

ついて事前に提案を受ける方法などがあります。 
 
 ②効果・メリット 

   ●市民参画の促進 

・委員会等の委員としてＮＰＯが参画することや、ＮＰＯから事業提案等を受けることによ

り、行政の施策形成における市民参画の促進が図られます。 
●市民ニーズへの対応 

・事業計画の策定や事業の実施にあたり、最前線で活躍するＮＰＯの意見や提案を取り入れ

ることにより、市民ニーズへの的確な対応が図られます。 
・当事者の身近にいるＮＰＯが参画することで、当事者のニーズを生かした施策立案につな

がります。 
●新たな課題の発掘と行政サービスの質の向上 

・ＮＰＯの先駆的な意見や、地域の実情を反映した提案が活かされることで、新たな行政課

題や、行政が見落としがちな課題の発掘につながり、行政サービスの質の向上が図られま

す。 
●創造的・先駆的な提案 

・多様なＮＰＯが参画することにより、行政にはない発想や、創造的で先駆的な意見や提案

が期待できます。 
 
  ③留意点 

●透明性の確保と情報公開 

・透明性を確保するため、委員会等を設置した場合は、設置要綱や委員名簿の公開、会議の

公開、会議日程の周知、会議録の公開等、情報公開を進めることが必要です。 
●効果的な企画提案 

・ＮＰＯは、行政の仕組みを十分に理解した上で、部局や事業内容に応じ、適切なタイミン

グで企画提案を行うことが重要です。 
●情報の共有と公開 

・行政は、どのようなプロセスで政策決定していくのか、また、どのような段階で意見が反

映されるのか等について、事前に示しておく必要があります。 
●意見の聴取と施策反映への検討 

・行政は、批判的な意見も含め、多様なＮＰＯからの発言や提案を受け止め、まず意見を聴

く姿勢を基本とすることが重要です。寄せられた意見や提案については、真摯に受け止め、

施策等への反映の可否を検討します。 
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（４）委託  

  ①委託とは 

   本来行政が行うべき事業について、行政にはない優れた特性を持つ他の主体に、契約により実

施を委ねる方法です。委託の場合、事業の主体はあくまでも行政であり、事業に関する最終的な

責任及び成果物は、委託者である行政に帰属します。 
 

②効果・メリット 

●市民ニーズに対応した公共サービスの提供 

・これまで行政が自ら行ってきた領域に、ＮＰＯの特性を取り入れることで、より市民ニーズ

に合った公共サービスを提供できるようになります。 
●ＮＰＯの信用度向上 

・ＮＰＯにとっては、実務経験やノウハウを蓄積し、信用度の向上を図ることが期待できます。 
 

③留意点 

●契約手続きは企業と同じ 

・ＮＰＯへの事業委託であっても、契約の手続き等は、企業との委託契約と同じです。 

●再委託の禁止や個人情報の保護 

・契約にあたっては、委託業務を一括して他の者に請け負わせてはならないこと（「再委託の

禁止」）や、個人情報の保護等の観点から、受託者に一定の守秘義務が生じる場合がありま

す。そのため、契約書にはこれらの事項を明記する必要があります。 
●第三者への損害 
・第三者への損害などトラブルが発生した場合の対処についても、契約書上明確にしておくこ

とが重要です。 
   ●著作権・意匠権 

・著作権・意匠権等の権利が発生する場合は、その帰属を契約書に明記します。原則として、

委託者である行政に帰属します。 
●成果品に対する責任 

・委託の責任や成果の帰属は委託者である行政にある一方、受託者であるＮＰＯにも成果品に

対する一定の責任があります。 
●情報提供・情報交換 

・必要な場合には情報提供や情報交換を行うなど、双方の理解・合意のもとに事業が円滑に執

行できるよう努める必要があります。 
●仕様書も契約の一部 

・仕様書は委託する事業の内容を具体的に記載した文書であり、契約の一部をなすものです。

仕様書の内容を勝手に変更して実施することはできません。仕様書どおりに事業が実施され

ない場合は契約違反になります。 
●主体は行政 

・委託事業の実施に関し、意見の相違が生じた場合には、十分な調整を行うことが必要ですが

最終的な責任は行政にあります。そのため受託者であるＮＰＯは、行政の最終的な判断を踏

まえて事業を実施することとなります。 
●効率性、有効性 

・ＮＰＯは、税金を使うことに伴う責任を自覚し、事業実施にあたっては、効率性、有効性の

向上に努める必要があります。 
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●ＮＰＯへの十分な説明 

・委託という形態に慣れていないＮＰＯも少なくないことから、行政は、様々な機会を通じて、

委託事業の性格や義務、役割分担等について十分な説明を行うことが求められます。また、

補助と委託の相違について理解を促すことも重要です。 
●必要経費の積算 

・行政は、予算の積算にあたっては、企業に委託する場合と同様、適切な人件費単価による積

算や間接費の設定等、事業に必要な経費は全て適正に積算する必要があります。 
 

④フローチャート（例） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆契約の締結方法 

行政の事業は、公益を目的として実施されるものであり、市民の厳粛な信託のもと、税金によって賄

われています。このため、契約の締結にあたっては、次の点が求められます。 
① 公正性：公平・公正な対応を行い、機会均等を図ること 
② 経済性：最小のコストで最大の効果を上げるとともに、競争性を確保すること 
③ 確実性：事業が途中で中断されることのないよう、確実な履行が確保されること。 
これらの要件を担保するため、地方自治法および地方自治法施行令では、「入札参加資格審査」の制

度を設けるとともに、「一般競争入札」を行政が行う契約方法の原則としています。 
なお「一般競争入札」によらない契約方式として「指名競争入札」や「随意契約」がありますが、こ

れらは地方自治法施行令で規定された特定の要件に該当する場合に限り、行うことができるものとされ

ています。 
 
◆契約の名義人について 
 契約の名義人は、法人の場合は当該法人の名義とし、法人格のない任意団体の場合は、その代表者で

ある個人の名義とします。 
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（５）共催  

  ①共催とは 

    ＮＰＯと行政等が共に主催者となり、それぞれが主催者としての責任を分担しながら、一つ

の事業を実施する方法です。 
 
  ②効果・メリット 

   ●双方の特性・資源の活用による相乗効果 

・お互いの知識、経験、能力、人的ネットワーク、資源を持ち寄ることで、それぞれが単独で

実施する場合と比べ、より大きな事業効果が期待できます。 
  ●ＮＰＯと行政のパートナーシップの構築 

・事業の企画段階から意見を出し合いながら実施することで、相互理解が深まり、ＮＰＯと行

政の協力関係の促進や適切なパートナーシップの構築につながります。 
 

  ③留意点 

  ●早い段階からの目的・情報の共有 

・事業の検討段階から、事業の目的や情報を共有し、事業内容について十分な協議を行うこと

が重要です。 
  ●役割分担と責任の所在の確認 

・共催は、行政とＮＰＯがそれぞれ主催者として責任を分担する方法であるため、役割分担や、

経費分担、責任の所在について、早い段階で確認しておくことが必要です。また、ＮＰＯに

ついても主催者の一員としての責任が求められます。 
●リスク管理 

・イベント等における事故防止策や、事故発生時の対処・補償方法等について、事前に確認し

ておくことが必要です。 
●進捗状況の確認 

・事業実施中においても、定期的に協議の場を設け、進捗状況や課題について十分に共有・検

討することが重要です。 
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 ④フローチャート（例） 

   ＮＰＯからの申請により、共催する場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（６）実行委員会・協議会  

①実行委員会・協議会とは 

    ＮＰＯと行政で構成される「実行委員会」や「協議会」といった新たな組織を設置し、その

組織が主催者となって事業を実施する方法です。 
 

②効果・メリット 

   ●双方の特性・資源の活用による相乗効果 

・共催と同様に、お互いの知識、経験、人的ネットワーク、資源等を持ち寄ることで、単独で

実施する場合と比べ、より効率的かつ効果的な事業運営が期待できます。 
  ●パートナーシップとネットワークの構築 

   ・事業の企画段階から意見を出し合うことで、適切なパートナーシップを築くことができます。

また、構成メンバー間の交流や連携が促進され、新たなネットワークの構築も期待できます。 
 

  ③留意点 

●早い段階からの目的・情報の共有 

・事業の検討段階から、目的や情報を共有し、事業内容について十分な協議を行うことが重

要です。 
●事務局の選定 

・事業の核となる団体を事務局とし、多様な主体が参加する組織構成にするなどの工夫が必

要です。 
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・また、行政が主導して組織した実行委員会等であっても、事務局をＮＰＯが担うなど、市

民主体の運営に配慮することが望まれます。 
●役割分担と責任の所在の確認 

・実行委員会や協議会は、行政とＮＰＯがそれぞれ主催者として責任を分担する方法である

ため、役割分担や経費分担、責任の所在について早い段階で確認しておくことが必要です。

その際、必要に応じて協定書の締結や実行委員会規約の作成等により、内容を明確にして

おくことが重要です。また、ＮＰＯについても、主催者の一員としての責任が求められま

す。 
●リスク管理 

・イベント等における事故防止策や事故発生時の対処・補償方法等について、事前に確認し

ておくことが必要です。 
●進捗状況の確認 

・事業実施中においても、定期的に、協議の場を設け、進捗状況や課題について共有・検討

することが必要です。 
 

  ④フローチャート（例） 
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（７）補助  

①補助とは 

    ＮＰＯが主体的に行う公益性の高い事業について、行政がその目的を共有し、資金面で支援

する方法です。 
    事業の実施主体は、補助を受けるＮＰＯであり、事業の実施に関する責任及び成果の帰属もＮ

ＰＯにあります。 
    なお、補助金を交付する場合には、福岡市補助金交付規則や関係要綱等に基づき、補助金の目

的、対象事業、交付対象者等を定める必要があります。 
 
  ②効果・メリット 

   ●市民サービスの向上 

    ・ＮＰＯは、市民ニーズに柔軟に対応することができるため、行政が取り組みにくい課題や先

駆的な事業を支援することで、多様化する市民サービスへの対応が可能となります。 
   ●ＮＰＯ活動の活性化 

    ・ＮＰＯが主体的に事業を実施でき、ＮＰＯの自己資金のみでは実現が難しい事業にも取り組

むことができるため、活動の幅や可能性が広がり、ＮＰＯの今後の展開につながることが期

待できます。 
   ●ＮＰＯの組織力の向上 
    ・補助事業を実施することにより、事業に関する積極的な情報公開、適正な資金管理、事務処

理能力の向上などにつながります。 
   ●ＮＰＯの信用度向上 
    ・市の補助事業の実績によって、市民や地域からの信用度の向上を図ることが期待できます。 
 
  ③留意点 

●実施主体はＮＰＯ 

    ・補助事業の実施主体はＮＰＯであり、事業の成果はＮＰＯに帰属するとともに、責任もＮＰ

Ｏが負います。 
●市民への説明責任 

・補助事業については、審査・選考の過程から事業評価に至るまで、一定のプロセスを経て、

税金がどのように社会や地域に還元されたのかを市民に説明する責任があります。そのた

め、公開プレゼンテーションの導入により妥当性や透明性を確保することや、補助金が有

効に活用されたかを確認するため、成果報告会等を公開で実施することも重要です。 
   ●補助金の財源は税金 

・補助金の財源は税金であるため、ＮＰＯは、公正かつ効率的に使用しなければならない責

任があります。また、関係規則や要綱に基づき、補助金の目的や定められたルールに従っ

て補助事業を実施する必要があります。例えば、支出にあたっては一定の手続きが求めら

れるほか、使途を明確にすることが必要です。このほか、補助金を目的外に使用した場合

には、交付決定の取消しや、補助金の返還等が生じる可能性があります。 
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  ④フローチャート（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（８）後援  

①後援とは 

    ＮＰＯが行う公共性の高い事業について、その内容が行政の目的や施策と合致すると認めら

れる場合に、行政が後援名義の使用を承認し、事業を支援する方法です。 
具体的には、ＮＰＯからの申請に基づき、各事業担当課において、当該事業の公益性や行政

施策との整合性等を判断した上で、後援の承認を行います。 

 
  ②効果・メリット 

   ●ＮＰＯの信用度向上 

    ・行政が後援することにより、事業の社会的信用度が高まり、市民の理解や参加が促進される

とともに、事業の成果の向上が期待されます。 
 
  ③留意点 

   ●各事業担当課で申請受付 

・後援名義の使用の可否については、業内容に応じて各事業担当課が判断します。 
●事業に対する後援 

・後援は、個々の事業に対して承認するものであり、事業を実施する団体自体を対象とする

ものではありません。そのため、後援名義の使用については、事業ごとに判断する必要が

あります。また、後援は、当該事業が行政施策上、後援する必要があると認められた場合

に承認されるものであり、申請された全ての事業が承認されるとは限りません。 
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●責任の所在 

・事業の実施主体はＮＰＯであり、事業の実施に伴い発生した事案についての責任は、ＮＰ

Ｏが負うこととなります。行政は後援名義の使用を承認するものであり、事業の実施に関

する責任や費用負担等については責任を負いません。 
   ●事業報告書の提出 

・後援の承認を受けた事業の主催者であるＮＰＯは、事業終了後に事業報告書を提出するな

ど、一定の責任があることを認識しておく必要があります。 
●公平性・透明性の確保 

・後援にあたっては、公平性および透明性が確保される基準や手続きが必要です。行政は、

後援に関する基準や申請に必要な書類、事業実施後に提出すべき書類等をあらかじめ整理

し、公表しておくことが望まれます。また、申請期限（例：事業実施の２ヶ月前まで等）

が定められている場合には、事前に明示しておく必要があります。 
・申請に対しては、できる限り速やかに審査結果を通知するとともに、承認できない場合に

は、その理由を付して文書で通知することが重要です。 
●ＮＰＯの活動状況の把握 

・後援に関係する行政の各主管課は、後援名義使用の基準に基づき、必要に応じてＮＰＯの

活動状況の把握を行うことが重要です。 
●申請事業の内容確認 

・後援に関係する行政の各主管課は、事業内容が行政施策の方針と合致しているか等につい

て、事業ごとに公益性を適正に判断する必要があります。「過去に後援名義の使用承認を行

っていない」「他団体との関係上、特定の団体に後援できない」などの理由のみで申請を判

断するのではなく、申請事業の内容に基づき、後援の可否を適切に判断することが重要で

す。 
 

④フローチャート（例） 
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後 援 名 義 使 用 申 請 書（例） 

  年  月  日 

福岡市長 あて 

〒 

住 所 

団 体 名 

代表者名                     

電話番号 

担当者名：        

ＴＥＬ：         

ＦＡＸ：  

                         Ｅ-mail: 

事業名称  

日 時 
  年  月  日（ ）    時  分 ～   時  分 

～  年  月  日（ ）    時  分 ～   時  分 

会 場 
 

入場料等 無料 ・ 有料（                 ）円 

内 容 

 

 

 

 

確認事項 
 

該当する場

合、右の□に

〇をつけて

ください。 

・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（団体の場合、 

 当該団体の役員が暴力団員に該当する団体を含む。）でないことを誓約します。 

・後援名義を申請する事業の内容が、承諾基準に合致（（裏面「Ⅰ．事業内容確認事項」 

の全ての項目に該当）することを誓約します。 

・注意事項（裏面「Ⅱ．申請にあたっての注意事項」の全ての項目）を遵守します。 

・承諾後（事業終了後）に申請内容が事実と異なることが判明した場合には、承諾の取消や 

承諾を取り消した日から 3年以内に行う申請に対して不承諾とする措置を受けても異議を 

申し立てません。 

他への 

後援申請 

（予定含む） 

 

その他 

 

 
 

 

※これは参考様式です。 

 様式については申請書を提出する 

事業担当課にお尋ねください。 
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令和８年４月 

 
 

ＮＰＯと行政の共働マニュアル 

【編集・発行】 

 

福岡市市民局コミュニティ推進部市民公益活動推進課 

住 所 福岡市中央区天神１－８－１ 福岡市役所７階 
電 話 ０９２－７１１－４２８３・４９２７ 
ＦＡＸ ０９２－７３３－５７６８ 
E メール koeki.CAB@city.fukuoka.lg.jp 

 
◆ＮＰＯへの支援、あすみん、共働について：電話：092-711-4283 
◆ＮＰＯ法人の認証・認定について：電話 092-711-4927 

ＮＰＯと行政の共働マニュアル 

◆ＮＰＯと行政の共働マニュアル 
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